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玄倉林道の歩行者を含めた通行止めについては、神奈川県ホームページにて 
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3号隧道から 6号隧道の間は令和 4年 3月末まで通行止めの予定です。 

6号隧道以遠の林道は令和 4年以降も改修の予定はありません。 

遭難が発生するとアクセスが困難な地域となります。 

 

 

玄倉川は、玄倉断層に沿った状態で流れている。 

似たような地形は、道志川が挙げられる。 

崩壊の原因は、大地震や豪雨などであり、関東大震災は、その

最たるものである。 

この一帯は、寄沢層に属しており、構成する結晶片岩帯は、植生

回復が難しい地形であるため表層崩壊も起きやすいと言える。 

結晶片岩は、片理という縞模様が見られ、その縞目に沿っては

げるように割れる傾向があるため崩落し易い変成岩である。 

範囲は、標高 400～900m 方位西・南西・北西斜面で崩壊が

発生しやすいという結果を得たとのこと。 

赤字に基づき記載しています 
閲覧のみとするなど、取扱いには、注意
してください 
 
☆著作権の保護期間 
個人の著作物の場合は、原則として創作
のときから「著作者の死後 70年を経過
するまで」（著作権法第 51条）、また
団体名義の著作物の場合は、「その著作
物の公表後 70年を経過するまで」（著
作権法第 53条）です。 
※ただし、個人の著作物の場合は、著作
者の没年が昭和 42（1967）年以前であれ
ば、著作権が消滅しています。また、団
体名義の著作物の場合は、公表年が昭和
42（1967）年以前であれば、著作権が消
滅しています。 


